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計 画 名
　年度～　

（５）個別計画の概要

（４）総合計画･実施計画における概要   

公共下水道維持管理費（環境）

下水道法第3条（管理）

年度

239,400世帯

平成13年度（評価対象年度）平成12年度

47,152
5.6人

実   績 目   標

〔様式　１〕

　042（769）8270

事 務 事 業 評 価 表

平成１４年度

特　定　財　源

決算（予算）額

合　　計

人員・時間数
人　件　費

その他経費

事
　
業
　
費

指　標　①

５ 目標と実績

指標設定
の意図

目   標
平成11年度

２ 実施根拠及び関連法令等

（２）対象（誰、何）
３ 事業概要
（１）事業の目的

基本施策名
施  策  名

第
第

公共下水道維持管理費　　　　　180,769,928円
排水管きょ等清掃・浚渫委託　　 23,611,398円
産業廃棄物処理処分委託　　　　 12,676,176円
マンホールポンプ保守点検委託　　2,026,500円
台帳作成委託　　　　　　　　　 52,283,700円

都市基盤である下水道施設の点検、調査を計画的に行い、異常を速やかに発見し処理
する。　計画的、予防的な維持管理を行い、施設の機能を確保し、その使用期間の延
命を図る。このことにより、公衆衛生の向上と、公共用水域の水質の保全が図られ、
市民が快適な環境の中で生活を送る事が出来る。

公共下水道整備済区域

対象
数

（３）平成13年度事業の内容

計画年次 年度

なし

指標式

指標名

21,050

180,770

47,152

170,831 191,961

2.5人 5.6人

191,881 239,113 227,922

138,650

47,152

202,112

47,152

185,802249,264

5.6人 5.6人

事業開始年度
１ 総合計画における位置づけ

32630

政  策  名

事務事業名 事業コード

質の高い都市基盤の整備をすすめます。

指　標　②
指　標　③

実   績

４　評価指標

実   績

〔金額単位：千円〕

平成14年度

下水道の整備と管理
下水道管理の充実

担当部課名

主要事業計画対象の有無

下水道管理 施設課 班

～63

土木部

無
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あ　る

な　い
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な　い
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説明：

説明：

Ｃ：満足できない

適切な維持管理を行うことで、施設の延命化が図れるとともに、市民の快適な生
活環境の確保が出来る。

各施設毎にその機能維持を図るため、
専門業者による定期的な保守点検に努
め、適正な維持管理を行っている。

成果向上の余地

理由：
予定通り目標の達成が図られた。

Ａ：達成している　　　(α≧100%)

Ｂ：一部達成していない(100%>α≧80%)

Ｃ：達成していない   （80%>α)

   α＝①、②、③の平均値  ＝

×100=

評 価

（３）経済性・効率性･･･費用対効果は妥当か

Ｃ：適応していない

Ｃ：代替の可能性高い

（５）市民満足度・・・対象市民の満足は得られているか

定期的、計画的な維持管理を行うことにより、下水道施設（耐用年数）の延命を図
ることができ、経費の節約につながる。

理由：

理由：

理由：

理由：

評 価 Ａ：適応している
Ｂ：一部適応していない

評 価

Ｃ：妥当でない

Ａ：妥当である
Ｂ：一部妥当でない

Ａ：満足できる

Ａ：有効である

Ｂ：一部満足できない

理由：
Ｂ：一部有効である

Ｃ：有効でない

  

評 価

今後の進め方

継　    続

★ ★ ★ ★ ☆

７ 総合評価

他自治
体の類
似事業
との比
較

評 価

（６）有効性･･･当該事業は上位の施策を実現する上で有効か

定期的、計画的な維持管理を行うことにより、適正な機能の確保が図られ、使用
者の快適な生活を支えることが出来る。

評 価

Ａ：代替の可能性ない

Ｂ：代替の可能性低い

 

６　個別評価

（２）必要性･･･時代変化に適応した事業内容か

（１）達成度･･･目標をどれだけ達成したか

評 価

①  a
b

  
 

 
②  c

 d

6

下水道法により下水道の維持管理は、下水道管理者が行うこととされていることか
ら、市が実施することが適当である。

×100= ×100=

（４）事業の代替性・・・県、民間との役割分担のあり方から見て、市が実施していくことが適当か

下水道の施設機能の確保及び延命化を図るため、定期的、計画的な維持管理
が必要である。

コスト改善余地

廃     止

完     了

８二次評価における変更点

説明

都市基盤である下水道施設を定期的に、計画的に点検調査を行い、異常個所に
ついては速やかに対処する。さらに、適正な維持管理をすることで、施設の機能
が確保され、延命化が図れることとなる。その結果、公衆衛生の向上と、公共用水
域の水質の保全が図られ、市民が快適な環境の中で、生活を送ることが出来て
いる。

整備区域の拡大に伴い、管理施設が
増加する中で経費も必然的に増加せざ
るを得ない状況である。

見　直　し

≪評価バランスチャート≫ 達成度

必要性

経済性・効率性

事業の代替性

市民満足度

有効性

A

B

C

A

B

C

AA

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ


	事業評価表 (表)

